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１．事例の概要 

１回経産婦。妊娠２８週以降、腹部緊満感があり、子宮収縮抑制剤の内服

薬と抗菌薬が処方された。妊娠３５週１日、性器出血があり、搬送元分娩機

関を受診した。超音波断層法では胎児徐脈と胎盤肥厚が認められた。医師は

常位胎盤早期剥離を疑い、搬送元分娩機関受診から８分後、妊産婦を母体搬

送とした。救急車収容時から強い持続的下腹部痛がみられた。当該分娩機関

入院時、超音波断層法では胎盤後血腫と胎児徐脈を認め、医師は常位胎盤早

期剥離と診断し、当該分娩機関入院から１６分後に帝王切開にて児が娩出さ

れた。すぐに胎盤は剥離し、多量の胎盤後血腫を認め、子宮表面は斑状、暗

紫色で、血性羊水が認められた。胎盤病理組織学検査では、胎盤胎児側の一

部に梗塞壊死や脱落膜部の出血巣があり、絨毛血管の循環障害が疑われた。 

児の在胎週数は３５週２日で、体重は２２６３ｇであった。臍帯動脈血ガ

ス分析値はｐＨ６．５４６、ＰＣＯ２１７７．６ｍｍＨｇ、ＰＯ２１４．５ｍ

ｍＨｇ、ＨＣＯ３
－１５．１ｍｍｏｌ／Ｌ、ＢＥ－２７．１ｍｍｏｌ／Ｌで、

アプガースコアは生後１分、生後５分ともに０点であった。出生直後よりバ

ッグ・マスクによる人工呼吸、気管挿管、胸骨圧迫、アドレナリンの気管内

投与が行われ、生後１７分に心拍が再開した。生後約７時間、痙攣発作と考

えられる一部律動的な下顎の動きとともに全身の小刻みな動きがみられ、抗
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痙攣剤が投与された。頭部超音波断層法では、脳室周囲高エコー輝度域が

Ⅰ°であり、脳波検査ではサプレッション・バースト様の波形が認められ

た。生後１１日の頭部ＭＲＩでは、重度の低酸素性虚血性脳症による変化で

矛盾しないとされた。 

本事例は診療所から病院へ母体搬送された事例であり、搬送元分娩機関で

は、産科医１名と、助産師１名、准看護師１名が関わった。当該分娩機関で

は、産科医４名、小児科医２名、麻酔科医２名と、助産師１名が関わった。 

 

２．脳性麻痺発症の原因 

本事例における脳性麻痺発症の原因は、常位胎盤早期剥離により重症の胎

児低酸素・酸血症を生じ、出生後に低酸素性虚血性脳症を発症したことによ

ると考えられる。常位胎盤早期剥離の関連因子は認められない。 

常位胎盤早期剥離の発症時期は、性器出血が認められた分娩から約１時間

３０分前頃あるいはその少し前頃と推察される。 

 

３．臨床経過に関する医学的評価 

搬送元分娩機関において、妊娠２８週１日の外来診察時に妊産婦の主訴の

みで子宮収縮抑制剤および抗菌薬投与を行ったことは一般的でない。その他

の妊娠管理は概ね一般的である。 

妊娠３５週１日の妊産婦からの電話連絡の対応はいずれも一般的である。

搬送元分娩機関受診後の看護スタッフの対応は、家族からみた経過の通りだ

とすれば一般的ではない。性器出血や超音波断層法の所見から常位胎盤早期

剥離を疑ったことは医学的妥当性がある。また、受診から母体搬送決定までの

時間は８分と極めて迅速であり適確である。自施設で娩出を施行せずに母体

搬送を決定したことは選択肢のひとつである。当該分娩機関における入院か
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ら手術開始までの時間は極めて迅速であり適確である。臍帯動脈血ガス分析

を行ったことは一般的である。胎盤病理組織学検査を行ったことは適確であ

る。 

出生後の新生児蘇生およびその後の新生児処置は一般的である。 

 

４．今後の産科医療向上のために検討すべき事項 

１）搬送元分娩機関および当該分娩機関における診療行為について検討すべ

き事項 

 （１）搬送元分娩機関 

   切迫早産の診断について 

   切迫早産症状を認めた場合は、常位胎盤早期剥離との鑑別診断が必要

となることから、「産婦人科診療ガイドライン－産科編２０１４」に沿

って診断し対応することが望まれる。 

 （２）当該分娩機関 

    特になし。 

 

 ２）搬送元分娩機関および当該分娩機関における設備や診療体制について検

討すべき事項 

 （１）搬送元分娩機関 

    特になし。 

 （２）当該分娩機関 

特になし。 
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３）わが国における産科医療について検討すべき事項 

 （１）学会・職能団体に対して 

常位胎盤早期剥離に関する研究について 

常位胎盤早期剥離の発生機序の解明、予防方法、早期診断に関する研 

究を推進することが望まれる。 

 （２）国・地方自治体に対して 

   特になし。 


